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茨木市

議第１５０号

北部大阪都市計画

生産緑地地区の変更について
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茨木市

都市計画変更の内容

買取り申出がなされ、行為制限が解除された生産緑地地区

について、廃止または区域変更を行う。

１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）

買取り申出 所有者→市

受付通知 市→所有者

行為制限解除

都市計画変更

３
ヵ
月

①主たる従事者の死亡または故障
②申出基準日（指定から30年）経過 のいずれかに該当

年に１回、11月頃に開催する審議会に付議

買取り申出の
事由発生

市が買い取らず、他の農業従事者へのあっせんも成立しなかった場合、
受付から３か月後に行為制限が解除となる

受付の通知後、市の買取り意向の庁内照会
農業従事者へのあっせんを実施
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茨木市

生産緑地の買取り申出理由

１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）

生産緑地

30年
申出
基準日

生産緑地

30年
申出
基準日

×

死亡
故障

買取り申出が可能

①主たる従事者の死亡または故障

②申出基準日(指定から30年)経過

買取り申出が可能
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茨木市１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）

生産緑地地区

市街化調整区域

＜案件一覧図＞ 新旧対照
図番号

1 中河原町３ ①故障

2 耳原一丁目７ ①故障

3 西河原一丁目２ ①死亡

蔵垣内二丁目３ ①故障

地区名 買取り申出理由

4

１ 中河原町３
２ 耳原一丁目７

３ 西河原一丁目２

４ 蔵垣内二丁目３
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茨木市

参考：廃止と区域変更の考え方

生産緑地地区は、１筆～複数筆の生産緑地を一団として指定

・地区の廃止
…地区から生産緑地が全て無くなる場合

・地区の区域変更
…地区から生産緑地が一部無くなるが、地区として存続する場合

変更内容 対象地区 面積(ha)

廃止 ３地区 △ 0.31

区域変更 １地区 △ 0.03

合計 △ 0.34

１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）
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茨木市

中河原町３

西福井二丁目１

下井町４

中河原町１

１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）

１ 中河原町３（廃止） 主たる従事者の故障

変更後

生産緑地 行為制限解除となった生産緑地 対象の生産緑地地区

地区面積 0.00ha

変更後

地区面積 0.〇ha

中河原町３

西福井二丁目１

下井町４

中河原町１

変更前

地区面積 0.08ha
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茨木市

耳原一丁目７

耳原一丁目３

耳原一丁目９

耳原一丁目２

上野町４

上野町４
上野町１

上野町３

上野町２

南耳原一丁目２

南耳原一丁目１

耳原一丁目７

耳原一丁目３

耳原一丁目９

耳原一丁目２

上野町４

上野町４
上野町１

上野町３

上野町２

南耳原一丁目２

南耳原一丁目１

１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）

２ 耳原一丁目７（廃止） 主たる従事者の故障

生産緑地 行為制限解除となった生産緑地 対象の生産緑地地区

地区面積 0.00ha

変更後変更前

地区面積 0.11ha
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茨木市

西河原一丁目２

西河原一丁目５

西河原一丁目６

西河原一丁目１

西河原一丁目３

田中町１

西河原一丁目２

西河原一丁目５

西河原一丁目６

西河原一丁目１

西河原一丁目３

田中町１

１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）

３ 西河原一丁目２（区域変更） 主たる従事者の死亡

変更後

生産緑地 行為制限解除となった生産緑地 対象の生産緑地地区

地区面積 0.21ha

変更後

地区面積 0.24ha

変更前

西河原一丁目４ 西河原一丁目４
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茨木市１ 行為制限解除に伴う変更（廃止・区域変更）

４ 蔵垣内二丁目３（廃止） 主たる従事者の故障

変更後

生産緑地 行為制限解除となった生産緑地 対象の生産緑地地区

変更前

地区面積 0.12ha

蔵垣内二丁目３

蔵垣内三丁目２

蔵垣内三丁目１

蔵垣内三丁目４

蔵垣内二丁目４
蔵垣内二丁目６

蔵垣内二丁目１

蔵垣内二丁目３

蔵垣内三丁目２

蔵垣内三丁目１

蔵垣内三丁目４

蔵垣内二丁目４
蔵垣内二丁目６

蔵垣内二丁目１

地区面積 0.00ha

変更後
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茨木市２ 変更内容のまとめ

変更内容 対象地区 地区数 面積(ha)

行為制限解除に伴う

廃止 中河原町３ほか２地区 △３地区 △ 0.31

行為制限解除に伴う

区域変更 西河原一丁目２ - △ 0.03

合 計 △３地区 △ 0.34

変 更 前 238地区 43.21

変 更 後 235地区 42.87
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茨木市

(都市計画法第17条)

都市計画案の縦覧
意見書の提出

令和７年
９月１６日～９月３０日

・縦覧者 ： ０名

・意見書提出 ： ０件

茨木市都市計画審議会 令和７年１１月１０日

都市計画変更告示 令和７年１２月上旬
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３ 都市計画変更のスケジュール


